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 【開会=午前１１時１８分】 

 

ただいまから産業建設委員会を開会いたします。 

本委員会に付託されました議案については、お手元に配付

した通りであります。既に説明が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。その前に委員長からお願いしておきま

す。委員及び執行部におかれましては、簡潔明瞭な質疑、答

弁をお願いします。また、執行部におかれましては、発言す

る前には挙手、職名を発言の上、委員長の許可を得てから行

うようにお願いいたします。 

最初に「議第５１号 羽島市水防団設置に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

それでは、議第５１号 羽島市水防団設置に関する条例の一

部を改正する条例についてお尋ねをいたします。大規模災害

水防団員を新設するための条例改正案との説明を受けました

が、この大規模災害水防団員につきまして、年齢、要件、そ

して任期はいかがなものとなりますかお聞かせください。 

 

大規模災害水防団員の任命に関する資格や年齢につきまし

ては、羽島市水防団設置に関する条例第４条第１項に規定し

ております通りで、水防団管下に居住するもので、志操堅固、

身体強健な者、年齢は１８歳以上で市民の信望ある者となっ

ております。また、任期についての定めはございません。以

上でございます。 

 

この大規模災害消防団員ですけれども、どのように募集さ

れますか、募集方法についてお聞かせください。 

 

大規模災害水防団員は、基本的には水防団員のＯＢの方を

想定していることから、各分団に所属することとしておりま

す。よって、団員の募集については、これまでと同様に各分

団で行っていただく予定ですが、新しい制度ですので、市も

協力し、対応していきたいと考えております。以上でござい

ます。 

 

他に質疑ありませんか。 

 

（質疑なし） 
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土木監理課主

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第５１号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第５１号は原案の通り可決すること

に決しました。 

次に、議第５２号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第５２号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第５２号は原案の通り可決すること

に決しました。 

次に、議第５８号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議第５８号 市道路線の変更についてお尋ねをいたします。

説明では、この市道路線の変更の理由について、三角地の一

体利用を目的に、市道を一部廃止するものと説明を受けてお

りましたが、この廃止する市道部分はどのような利用となる

予定でしょうかお聞かせください。 

 

廃止する市道の北側三角地部分と南側の土地５筆を合わせ
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て、宅地分譲を行う計画と聞いております。以上でございま

す。 

 

宅地分譲を行う予定と聞いているということですけれど

も、今後の手続きの取り扱いについてお聞かせください。 

 

市道路線の変更後は廃止する市道部分の用途廃止と同時

に、普通財産として管財課への所管替えを行い、その後、鑑

定評価額で申請者に売却する予定でございます。以上でござ

います。 

 

他に質疑ありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第５８号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第５８号は原案の通り可決すること

に決しました。 

次に、議第５９号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第５９号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 
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（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第５９号は原案の通り可決すること

に決しました。 

以上で本委員会に付託されました案件の審査は全て終了い

たしました。これをもちまして産業建設委員会を終了いたし

ます。なお、委員長報告についてはご一任願います。本日は

ご苦労様でした。ありがとうございました。 

 

  【閉会=午前１１時２４分】 

 


